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令和４年門審第３９号 

裁    決 

漁船Ａ貨物船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官甲斐繁利出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年１月２１日０５時５７分 

 山口県宇部港南方沖合 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 漁船Ａ       貨物船Ｂ 

総 ト ン 数 ４.９トン      １,７５７トン 

全 長 １３.５０メートル  ７８.０７メートル 

機 関 の 種 類 ディーゼル機関   ディーゼル機関 

出    力                  １,０８０キロワット 
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漁船法馬力数 ４８キロワット 

３ 事実の経過 

Ａは、小型機船底びき網漁業に従事する汽笛の装備のないＦＲＰ製

漁船で、船体ほぼ中央に操舵室を配し、同室前部にＧＰＳプロッター、

レーダー及び魚群探知機を、同室後部左舷外側に遠隔操舵装置及び機

関遠隔操縦レバーをそれぞれ備え、ａ受審人が単独で乗り組み、操業

の目的で、船首０.３メートル船尾１.２メートルの喫水をもって、令

和４年１月２１日０５時００分宇部港を発し、同港南方沖合の漁場に

向かった。 

  ところで、ａ受審人は、平成２８年１２月に小型船舶操縦士の免許

を取得し、令和３年１２月１１日で有効期間を満了した後、同免許の

更新手続を行っていなかった。 

ａ受審人は、航行中の動力船であることを示す法定灯火を表示し、

０.７５海里レンジでコースアップ表示としたレーダー及びＧＰＳプ

ロッターをそれぞれ作動させ、操舵室中央のかさ上げされた床に座っ

た姿勢で操縦に当たり、０５時１６分半少し前本山灯標から３３２度

（真方位、以下同じ。）３.０海里の地点で、針路を１５８度に定めて

自動操舵とし、７.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で進行し

た。 

  ０５時５２分ａ受審人は、本山灯標から１７２度１.２海里の地点

に達したとき、左舷船首３２度１.２海里のところに、Ｂが表示する

白、白、緑３灯を視認することができ、その後同船が前路を右方に横

切り衝突のおそれがある態勢のまま接近する状況であったが、左舷方

から接近する他船があっても自船を避けてくれるものと思い、見張り

を十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。 

  こうして、ａ受審人は、Ｂに対して警告信号を行うことも、間近に
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接近しても、衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航し、

０５時５７分本山灯標から１６８度１.８海里の地点において、Ａは、

原針路及び原速力で、その船首部がＢの右舷船首部に前方から５６度

の角度で衝突した。 

  当時、天候は晴れで風力１の北北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期

に当たり、視界は良好であった。 

  また、Ｂは、船尾船橋型鋼製貨物船で、操舵室前部中央に操舵スタ

ンドを、同スタンドの右舷側に２号レーダー及び主機遠隔操縦装置を、

左舷側に１号レーダーをそれぞれ備え、中華人民共和国籍の船長ｂ１

及び一等航海士ｂ２ほか同国籍の船員１１人が乗り組み、スクラップ

約１,２００トンを積載し、船首３.３メートル船尾４.４メートルの

喫水をもって、同月１７日１７時３０分宮城県石巻港を発し、明石海

峡及び関門海峡を経由する予定で、大韓民国浦項港に向かった。 

  ｂ１船長は、船橋当直を００時１０分から０４時１０分及び１２時 

１０分から１６時１０分までを二等航海士、０４時１０分から０８時

１０分及び１６時１０分から２０時１０分までをｂ２一等航海士、 

０８時１０分から１２時１０分及び２０時１０分から００時１０分ま

でを自身に割り振り、いずれの当直にも甲板員を配して２人で当たる

４時間交替３直制としていた。 

  ｂ２一等航海士は、越えて２１日０４時００分頃大分県姫島北西方

沖合で、昇橋して二等航海士から引き継いで甲板員と２人で船橋当直

に就き、航行中の動力船であることを示す法定灯火を表示し、１号及

び２号レーダーを作動させて周防灘を西行し、０５時４４分本山灯標

から１３３度３.２海里の地点で、針路を２８２度に定め、９.４ノッ

トの速力で、手動操舵により進行した。 

  ｂ２一等航海士は、０５時４８分本山灯標から１３９度２.７海里
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の地点に至り、右舷船首方２.２海里のところに、Ａが表示する白、

紅２灯を初認して続航した。 

０５時５２分ｂ２一等航海士は、本山灯標から１４９度２.２海里

の地点に達したとき、Ａが右舷船首２４度１.２海里のところとなり、

その後同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢のまま接近

していることを認めたが、Ａの進路を避けないで進行し、Ｂは、原針

路及び原速力で、前示のとおり衝突した。 

  ｂ１船長は、自室で休息していたところ、当直中の甲板員に呼ばれ

て昇橋し、衝突したことを知って事後の措置に当たった。 

  衝突の結果、Ａは、船首部に圧壊を生じたが、後に修理され、Ｂは、

右舷船首部に擦過傷を生じた。 

 

（航法の適用） 

本件は、夜間、宇部港南方沖合において、南下するＡと西行するＢと

が衝突したもので、衝突地点は海上交通安全法の適用海域であるが、同

法には本件に適用できる航法規定がないので、一般法である海上衝突予

防法が適用される。 

本件時、両船は、航行中の動力船の灯火を表示して互いに視野の内に

あり、互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近して衝突した

こと及び衝突のおそれがある態勢になってから衝突に至るまでの間に、

それぞれに要求される動作をとるのに必要な時間的、距離的余裕があっ

たものと認められることから、本件は、海上衝突予防法第１５条を適用

して横切り船の航法によって律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、夜間、宇部港南方沖合において、両船が互いに進路を横
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切り衝突のおそれがある態勢で接近した際、西行するＢが、前路を左方

に横切るＡの進路を避けなかったことによって発生したが、南下するＡ

が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作

をとらなかったことも一因をなすものである。 

 ａ受審人は、夜間、宇部港南方沖合において、漁場に向けて南下する

場合、周囲の他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき

注意義務があった。ところが、同人は、左舷方から接近する他船があっ

ても自船を避けてくれるものと思い、見張りを十分に行わなかった職務

上の過失により、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢のまま接

近するＢに気付かず、警告信号を行うことも、間近に接近しても、衝突

を避けるための協力動作をとることもなく進行して衝突を招き、Ａ、Ｂ

両船に損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年８月２９日 

     門司地方海難審判所 

          審 判 官  上  田  容  之 


